
第３号様式（第７条関係） 
設計図書等に関する回答書 

 
令和７年５月３０日 

　 
 
　　　　　　　　　二本松市長 三保　恵一 

（公 印 省 略） 
　 
　下記のとおり回答いたします。 

記 
１　工事（業務）番号　　７土木第５号 
２　工事（業務）名　 　道路メンテナンス事業　原セ上ノ内１号線（上ノ内

橋）調査設計業務委託  
３　質問事項及び回答事項 

事務取扱／総務部 財政課 契約係　 
℡ 0243-55-5082（直通）

 質問事項 回答事項

 １．業務価格（まるめ）について質問いたし

ます。 
　　福島県同様、一般管理費から端数調整を

行い、業務価格を10,000円単位にまるめて

いるお考えでしょうか。また、違う場合は

「まるめ方」、業務価格の「単位」を併せ

てご教示願います。 
 
２．最低制限価格について質問いたします。 
　　「最低制限価格の算出式」は公表されて

おりますでしょうか。また、制限価格の

「単位」も併せてご教示願います。 
 
３．履行期間について質問いたします。 
　　本業務を進める中で、より高い品質を確

保する観点から工期の延長が必要となる場

合、別途協議の上で設計変更の対象とする

お考えでしょうか。ご教示願います。

１．業務価格（まるめ）については、福島県

と同様です。 

 

 

 

 

 

 

２．「最低制限価格の算出式」は非公表として

おります。「単位」についても非公表としま

す。なお、国土交通省通知「予算決算及び

会計令第８５条の基準の取扱いについて」

を算定の参考としております。 

 

３．履行期間については、協議内容により期

間の延長が必要と判断される場合は延長致

します。


